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最近、私が代理人を務めさせて

いただき、実質的に勝訴した訴訟

の判決が判例雑誌に掲載されてい

ました。労働事件は和解で解決す

ることが多く、判決までいくこと

はあまりないのですが、勝ち判決

というのはいいものです。ちなみ

に、4 月から私共の事務所に加入し

た平野弁護士が代理人を務めてい

た事件の勝訴判決も掲載されてい

ました。新年度を幸先良くスター

トできて、とても喜ばしいことで

す。  
以前、ニュースレターで、会社

側で労働事件を扱う弁護士として

は、できるだけ早い段階から関わ

ることが大切だと書きました。顧

問弁護士として、ほんとに細かい

ことでも、常日頃から従業員対応

についてご相談を受けることで、

紛争を予防することができたり、

仮に紛争になった場合でも会社有

利な解決に持ち込むことができる

と思います。  
余談ですが、顧問弁護士として

関わることの無視できない効果と

して、会社の対応・判断が合理的

なものであったと裁判所に認めて

もらうことができるという点があ

ります。労働事件を専門的に数多

く取り扱っている事務所のアドバ

イスを受けて行ったことだから、

ある程度合理的だろうと思っても

らえるということです。裁判所の

リップサービスかもしれませんが、

実際にそのようなことを言われた

ことが何回かありました。  
訴訟で、裁判所に会社有利の心

証を持ってもらうためには、数多

くの間接事実を積み重ねる必要が

あります。特に労働事件では、合

理性、社会的相当性、権利濫用と

いった抽象的な概念の有無が問題

となることが多いので、事実の積

み重ねは地道な作業ですが、重要

です。会社の主張を華々しく展開

した論理的な書面の方が見栄えが

良いかもしれませんが、そのよう

な書面をどれだけ書いても、裁判

所からすれば「それで事実は？」

ということになってしまいます。

細かい事実を拾って書いた書面に

ついて、会社の担当者の方から「そ

ういうところから書いていくもの

なんですね。」という感想を聞いた

ことがあります。確かに日頃はあ

まり見ないタイプの文書かもしれ

ません。  
訴訟で勝つためには、勝つこと

よりも、負けないことを考えた方

が 良 い と 思 い ま す 。 ど う 違 う の

か？と思われるかもしれませんが、

いかにミスをしないか、穴を見せ

ないかが重要ということです。労
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働事件はどうしても労働者側が有

利で、もともと会社側は不利な立

場にありますから、少しでもミス

があったりすると、即負けにつな

がりかねません。ミスをしないた

めには、不利な事実も隠さずに事

前に教えてもらうことが必要です。

そうすれば予め対応を検討するこ

とができます。  
例えば、有期契約で不更新の合

意をしたとします。但し、契約書

には「更新しない」との記載はあ

りません。会社の方に話を聞くと、

口頭で伝えて、その上で契約書に

サインをもらったとのこと。何故

契約書に記載しなかったのかと尋

ねると、別に口頭で伝えれば十分

だと思ったとのことでした。確か

に、契約時のやり取りを記録した

メモを見ると、そのようにも見え

る記載があります。こういう時に

は、証人尋問でも、その通りに、「別

に口頭で伝えれば十分だと思いま

した（いけませんか？）」と証言す

れば良いのです（勿論「いけませ

んか？」とは言いませんが、その

くらいの気持ちで証言して構わな

いということです）。証人尋問では、

相手方代理人も、あの手この手を

使って崩そうとしてきます。「更新

しないということを合意したかっ

たんですよね？」「そうだとすると

契約書にはっきり書いておいた方

が良いですよね？」「ということは

はっきりさせたくなかったんじゃ

ないですか？」「契約書にはっきり

書いておくと拒否されると思った

んじゃないですか？」「口頭で十分

だ と 思 っ た 、 で 通 る と 思 い ま す

か？」「その理由を聞いているんで

すよ？」等々。しつこく追及され

て、理由を言わないといけないの

かと思い、「まあそういう考えもあ

ったかもしれません。」と話を合わ

せてしまったら最後です。後で、

会社はあいまいな説明をしたと証

人も認めていると主張されてしま

います。訴訟に慣れている方はあ

まりいないと思いますので、事前

によく注意しておかないと、「単に

そう考えただけなんだが、理由を

言わないといけないんだろうか？」

などと余計なことを考えてしまい

がちです。  
ともあれ、長く弁護士をやって

いると、必ずしも勝訴が勝ちでは

ないということも分かってくるの

ですが、事務所の若い弁護士にと

っては、事務所の勝訴判決は刺激

になるようです。是非頑張っても

らいたいです。一方で、岸田弁護

士もとりあげているような固定残

業代の効力が争われた事件や解雇

事件で判決をもらうのはとても覚

悟がいることです。負ければ高額

の賃金を支払わなければならない

からです。そういう意味で、事案

と会社と弁護士の考えがうまくマ

ッチしないと勝訴判決は得られな

いのだとつくづく感じます。  
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